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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月17日(2015.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バラ科ワレモコウ（Sanguisorba officinalis）の抽出物と、黒米抽出物の加水分解物
とを含有することを特徴とする、毛髪用の皮膚外用剤。
【請求項２】
　バラ科ワレモコウ（Sanguisorba officinalis）の抽出物を、皮膚外用剤全量に対して
、固形分として、０．０１質量％～５質量％含有することを特徴とする、請求項１に記載
の毛髪用の皮膚外用剤。
【請求項３】
　黒米抽出物の加水分解物を、皮膚外用剤全量に対して、固形分として、０．０００１質
量％～１質量％含有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の毛髪用の皮膚外用剤
。
【請求項４】
　バラ科ワレモコウ（Sanguisorba officinalis）の抽出物と黒米抽出物の加水分解物と
を、固形分の質量比２０：１～１：２０で含有することを特徴とする、請求項１～３の何
れか１項に記載の毛髪用の皮膚外用剤。
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【請求項５】
　育毛用であることを特徴とする、請求項１～４の何れか１項に記載の毛髪用の皮膚外用
剤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明のワレモコウの抽出物は、毛髪用の皮膚外用剤に含有させることにより、その育
毛効果を発揮し、禿・薄毛・脱毛等の予防改善に優れている。本発明の毛髪用の皮膚外用
剤における、ワレモコウの抽出物の好ましい含有量は、皮膚外用剤全量に対して、固形分
として、０．０１質量％～５質量％であり、更に好ましくは０．０５質量％～１質量％で
ある。これは、少なすぎると育毛効果が発揮されない場合があり、多すぎても効果が頭打
ちになり他の処方成分の自由度を損なうことがあるからである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　前記した黒米抽出物の加水分解物は、一般にはｐＨを４～８に調整した上、これをその
まま皮膚外用剤に配合してもよく、又必要ならば減圧濃縮等により所定の濃度に調整した
上で皮膚外用剤に配合してもよい。又場合によっては、スプレードライ法、凍結乾燥法等
常法に従って粉末化したものを皮膚外用剤に配合することもできる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
【表２】
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